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序     文 

 
 日本国政府は、マリ国政府の要請に基づき、同国のセグー地方南部における住民主体の砂漠化

防止のための能力向上計画にかかる調査を実施することを決定し、独立行政法人国際協力機構が

この調査を実施することとなりました。 

 当機構は、本格調査に先立ち、本調査の円滑かつ効果的な実施を図るため、平成 16 年 1 月 26

日から平成 16 年 2 月 8 日までの 14 日間にわたり、当機構広域調査員 西牧 隆壯を団長とする事

前調査団を現地に派遣し、マリ国政府関係者との協議並びに現地調査を行い、要請背景・内容等

を確認し、本格調査に関する方針について実施細則（S/W）に署名しました。 

 本報告書は、本格調査実施に向け、参考資料として広く関係者に活用されることを願い、取り

まとめたものです。 

 終わりに、本調査にご協力とご支援を頂いた関係者各位に対し、心より感謝申し上げます。 

 
平成 16 年 7 月 
 
 

独立行政法人 国際協力機構 
理  事    北 原 悦 男 
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第１章 事前調査の概要 

 

１－１ 調査名及び受入機関 

(1) 調査名 

和名：マリ国セグー地方南部住民主体の砂漠化防止のための能力向上計画調査 

    （現：マリ国セグー地方南部住民主体の砂漠化防止のための村落開発計画調査） 

英名：The Study on the Capacity Building Programs for the Community-Based Prevention of 

Desertification in the South Region of Segou in the Republic of Mali 

仏名：L’Etude sur le Programme de Renforcement de la Capacité pour la Lutte Contre la 

Désertification basée sur la Communauté dans le Sud de la région de Ségou en République   

du Mali 

(2) 受入機関 

和名：農業・牧畜・漁業省国家農村支援局 

仏名：Direction National de l'Appui au Monde Rural, Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de  

la Pêche 

 

１－２ 調査目的 

現地踏査及び先方政府との協議を通じて、本調査にかかる要請背景・内容の確認を行うととも

に、わが国協力の可能性を検討の上、本格調査の目的・範囲・項目・工程などを明確にすること

を目的とする。 

協議し双方合意した内容に関しては、実施細則 (S/W: Scope of Work) ならびに議事録(M/M: 

Minutes of Meeting) に記し署名する。 

 
１－３ 事前調査団の構成 

団員氏名 担当業務 所属 
西牧 隆壯 
Ryuzo 
NISHIMAKI 

総括 
Team Leader 

独立行政法人国際協力機構 広域調査員 
Senior Researcher(Rural Development) 
Japan International Cooperation Agency(JICA) 

長井 薫 
Kaoru 
NAGAI 

行政･組織化 
Administrative 
Systematization 

東北農政局 阿武隈土地改良調査管理事務所 所長 
Head of Office, Abukuma Agricultural and Rural Development 
Planning and Management Advisory Office, Tohoku Regional Office 
of  the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) 

江川 和隆 
Kazutaka 
EKAWA 

調査企画 
Project 
Coordinator 

独立行政法人国際協力機構 農林水産開発調査部 
農業開発調査課 職員 
Staff, Agricultural Development Study Division, 
Agriculture, Forestry and Fisheries Development Study Department, 
Japan International Cooperation Agency (JICA) 

鈴木 源太郎 
Gentarou  
SUZUKI 

通訳 
Interpreter 

日本国際協力センター 
Japan International Cooperation Center 
(JICE) 
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１－４ 調査日程 

 月日 調査行程・調査内容 宿泊地 

1 1/26 月 成田（AF275 12:45 発）→ パリ （17:25 着） パリ 

2 1/27 火 パリ（AF796 15:55 発）→ バマコ（20:35 着） バマコ 

3 1/28 水 農業･牧畜･漁業省国家農村支援局表敬及び S/W 協議 

外務･国際協力省国際協力局表敬及び S/W 協議 

バマコ 

4 1/29 木 バマコ → セグー （車輌にて移動） 

農業･牧畜･漁業省農村社会支援セグー支局表敬及び S/W 協議 

セグー 

5 1/30 金 現地調査(砂漠化防止計画調査実証村セグー県 シネブグ村,ザンブ

グ村, デュラバ村) 

現地調査(調査対象地区内村落バラウエリ県ジョニピサ村) 

セグー 

6 1/31 土 現地調査(調査対象地区内村落マシナ県ソセブグ村) 

現地 NGO 情報収集（BEAGEAS） 

セグー 

7 2/1 日 資料整理及び団内打合せ セグー 

8 2/2 月 農業･牧畜･漁業省農村社会支援セグー支局 S/W 協議 

移動(セグー→バマコ) 

バマコ 

9 2/3 火 農業･牧畜･漁業省国家農村支援局 S/W 協議 バマコ 

10 2/4 水 S/W 署名 バマコ 

11 2/5 木 世界銀行、環境省自然保護局、IFAD 訪問及び情報収集 

バマコ（V7761 22:45 発）→ ダカール（00:15 着） 

ダカール 

12 2/6 金 JICA セネガル事務所調査報告 

在セネガル日本大使館表敬及び調査報告 

ダカール（AF719 23:45 発）→  

機中泊 

13 2/7 土 → パリ（06:20 着）、パリ（AF276 10:30 発）→ 機中泊 

14 2/8 日 → 成田（06:25 着）  
調査行程・位置図は図１－１参照 
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図１－１ 事前調査行程・位置図 
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１－５ 訪問先及び面会者 

(1) マリ国 

1) 農業・牧畜・漁業省 

Mr.ZANA SANOGO   次官 

2) 農業・牧畜・漁業省 国家農村社会支援局 

Mr.SEYDOU IDRISSA TRAORE  局長 

Mr.BOUBACAR B.BA   局次長 

Mr.NOUHOUM SANGARE   農業振興課長 

Mr.BOUILLE KOITE   活用・流通係長 

Mr.MOUSSA BANDIOUFOU FOFANA 農業普及係長 

3) 外務・国際協力省 国際協力局 

Mr.MOKTAR OUANE   局長 

Mr.TAOULE KEITA   局付外務顧問 

4) 農業・牧畜・漁業省農村社会支援セグー支局 

Mr.IDRISSA DIAWARA   支局長 

Mr.DIATIGUI KONE   セグー県農村施設整備支援サービス長 

Mr.ILAMONY KEITA   バラウエリ県農村施設整備支援サービス長 

Mr.GAOUSSOU SANOGO   マシナ県農村施設整備支援サービス長 

5) セグー地方各郡事務所 

Mr.MOHAMED HAIDARA   セグー郡長 

Mr.ABOUDOLAYE CISSE   コロンゴ郡長 

6) 環境省 自然保護局 

Mr.BIARRA DIABATE   森林整備課長 

7) 世界銀行マリ国事務所 

Mr.AGADIOU DAMA   農業サービス専門家 

8) 国際農業開発基金（FIDA）マリ国事務所 

Mr.MAMADOU NADIO   ナショナル・プロジェクト・コーディネーター 

9) MASEF（NGO） 

Mr.LUCIEN RICHARD COULIBALY         コーディネーター 

Mr.MAMOUTOU TRAORE          フィールド・ワーカー 

10) BEAGGES（ローカルコンサルタント） 

Mr.ABDOULAYE KONATE           代表 

Mr.MOUSSA KONE   セグー事務所長 

 

(2) セネガル国 

1) 在セネガル日本大使館 

渡邊 晶子    三等書記官 

2) JICA セネガル事務所 

加藤 健一    次長 

金澤 仁     職員 



第２章 協議の概要 

 

２－１ 協議概要 

前章で述べた日程に沿って、S/W 協議および現地調査を実施し、2 月 4 日先方カウンターパート

機関である農業･牧畜･漁業省国家農村社会支援局と国際協力の窓口である外務･国際協力省国際

協力局と S/W および M/M に署名した。前回のセグー地方における開発調査のカウンターパート機

関は鉱山・エネルギー・水省であったが、今回は農業・畜産・漁業省になったこと、さらに担当

の局長が交代してからあまり期間が経っていないことなどから協議がスムーズに進むかどうか若

干の危惧があった。しかし、マリ国側の期待の大きさに加え、在セネガル日本国大使館、JICA セ

ネガル事務所の事前の準備、前回本格調査を実施した緑資源機構の努力によって協議は極めて順

調に進み、S/W についても事前準備した原案と大きな変更をせずに両者合意し、署名することが

出来た。 

しかしながら、アフリカの他国の農業・農村開発調査と同様、マリ国でも、地方分権化、省庁

再編とリストラ、民営化、援助協調等の影響は免れがたく、今後の推移をみながら住民主体の砂

漠化防止計画となるように、双方の関係者が柔軟に対応していく努力が必要である。 

 

２－２ 実施細則（S/W）の変更点 

実施細則（S/W）の内容に関しては、上記のように、ほぼ原案どおりマリ国側の合意を得ること

が出来た。 

(1) 相手国への S/W 原案の提示 

当方より S/W 原案を説明したが、その主な説明点は以下のとおりである。 

1) タイトルを１－１の通り、「マリ国セグー地方南部住民主体の砂漠化防止のための能力向

上計画調査」とすること。 

2) 上位目標を住民主体の村落開発を通じた砂漠化防止とした上で、目標を①農業・牧畜･漁

業省国家農村支援局（特に村落指導員）の能力向上、②住民主体の村落開発の普及手法を

標準化することとした。 

3) 対象地域を砂漠化防止計画と同じセグー地方南部全体とすること。 

4) 本格調査は、2 つのフェーズからなり、第 1 フェーズでは支援局の能力向上計画の策定お

よび実施を、第 2 フェーズではパイロットプロジェクトを行うこと。 

5) パイロットプロジェクトについては 12 村から村の数を 30～60 村に増やすこと。 

6) 調査期間は現時点では、3 年半を想定していること。 

7) 調査の開始時期は、現時点では 2004 年 5 月を想定していること。 

 

(2) S/W の変更点 

原案からの主な変更点は以下のとおりである。 

1) 調査の目的において、マリ国側の要望により「政策の根幹は住民の貧困対策であるため、

『政府職員のキャパシティビルディング』だけでは理解が得にくく、『農民の所得向上』

や『農業生産等の向上』等の記入を検討して欲しい」との意見があったため、調査の上位

目標に「所得向上と生活改善」の文言を挿入し、住民本位の開発を具体的に表現した。 
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2) 調査の目的 2. において、マリ国側の要望により「『普及手法の標準化』より、政策の進捗

状況を考慮して『普及手法の展開(diffusion)』の方がよい。」との意見があったため、「展開

させる(diffuse)」の文言を挿入して「～普及方法を標準化し、展開させる」とすることによ

り、その普及方法が対象地域だけに留まらずにより広い地域に裨益することを表現した。 

3) 調査地域において、マリ国側の要望により「要請書にある『セグー地方の 3cercle』と具体

的に表現してはどうか。」との意見があったため、「バラウリ、セグー、マシナの 3 県の天

水農業地帯」と明確に規定した上で、「その結果がセグー地方南部に広がる」と結果が及

ぶ地域を明確にした。 

4) 調査のスコープについては、第 2 フェーズでのパイロットプロジェクトの実施について「受

益者参加で」を挿入するなど幾つかの表現を明確にしたが、原案の内容を変える程の変更

はしていない。 

 

２－３ Ｍ／Ｍ記載事項の概略 

M/M に記載した内容の概要は以下のとおりである。 

(1) カウンターパート機関 

マリ国側からの要望により、本案件のカウンターパート機関として、国家農村社会支援局

を「本調査に責任を持ち、調査の活動についてモニタリングを行う責任機関」と位置付け、

農村社会支援セグー支局は「調査の実施機関」として位置付けることにより本調査における

責任の明確化をはかった。 

 

(2) カウンターパートの配置 

国家農村社会支援局が本格調査団のカウンターパートを対象地域に責任をもって配置する

ことを互いに確認した。 

 

(3) ステアリングコミッティーの設置 

国家農村支援局が主体となってステアリングコミッティーを設置することを互いに確認し

た。そのメンバーは DNAMR、DRAMR に加えてセグー地方知事及び受益者代表を招集するこ

とを確認した。また、マリ国側からはセグーで開催する方がよいとの提案がなされた。 

 

(4) セミナーの開催 

本格調査の段階では適宜セミナーを開催することを互いに確認した。 

 

(5) パイロットプロジェクトの実施 

パイロットプロジェクトを実施し、その詳細については本格調査の第 1 フェーズにて決定

することを互いに確認した。(なお、議事録には記載していないが S/W 協議内で団長の挨拶と

して口頭では 40～60 村程度ということを説明している。) 

 

(6) 必要な資機材の手配 

マリ側によりセグーとバマコに執務室が提供されることを互いに確認した。また、マリ側

が調査に必要な資機材は日本側から提供されることを要求した。 
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(7) ファイナルレポートの公開 

ファイナルレポートについては公開とすることを互いに確認した。 

 

(8) 本邦カウンターパート研修 

マリ国側は本邦カウンターパート研修を適宜実施することを要求した。 

 

(9) 調査時のカウンターパートの出張旅費 

マリ国側は調査時におけるカウンターパートの出張旅費を日本国側が負担するよう要求

した。 

 

２－４ その他協議における留意点 

S/W、M/M には載せていないが、相手国政府との協議の中での気づいた点は以下のとおり。 

(1) 村落指導員の従事 

DNAMR は、第１回 S/W 協議において、対象となる村落指導員は、通常業務とは別に従事

するとの発言を行った。 

 

(2) 免税措置 

DNAMR は、第 1 回 S/W 協議において、免税措置については国家農村社会支援局が責任を

もって関税局との手続きを行うことを約束した。 

 

(3) 実施村落数 

DRAMR は「セグー、マシナ、バラウエリの 3 県で 20 村落ずつ選定するものと理解してい

る」との発言があった。それに対し事前調査団長は「必ずしも 60 村全てが対象となりうるか

は確約できない。最初の 1 年でどこの村落に行くかを選定する予定である。」と回答した。 

さらに DRAMR は「対象地区の内 4 コンミューンは PASAOP プログラム事業により民間委

託による普及活動をテスト中であり、その村落はリストからはずす必要がある。」との意見が

あった。 

 

(4) S/W 原案に対する要望 

DNAMR は「第 1 フェーズの中で、村落指導員のキャパシティビルディングを具体的（対

象人数等）にして戴きたい。」と要望したが、調査対象村落の実施村数に応じて人数が決まる

ため、対象人数は第 1 フェーズ調査時に確定すると回答した。 

DRAMR は「実施機関として地方局レベルに調整機関を設けてはどうか。要請書にもあるが

実質的には地方局長が調整役となり、事務局員を置くとよいのでは。」との意見があった。 

DRAMR は「日本側の投入する専門家の分野を示してはどうか。」との意見があったが、専

門家の分野は帰国してから検討すると回答した。 



第３章 要請背景 

 

３－１ 要請背景及び経緯 

(1) マリ国の状況 

マリ国は西アフリカ内陸のサハラ砂漠南縁に位置し、国土面積 124 万 km2、人口 11,626 千

人（2003 年）、１人当たり GDP は$220（2002 年）で最貧国に属す。 

 

(2) 砂漠化の状況 

マリ国は、サヘル地域の他国と同様、国の全域で砂漠化が加速的に進行している。砂漠化

進行の主な原因は、気象的要因として降雨量の減少、人為的要因として人口増加を背景とし

た、耕地の休耕期間の短縮による土壌肥沃度の低下、薪炭用材の伐採による森林の減少、家

畜の過放牧等と考えられている。 

砂漠化防止への国際的な取り組みの高まりを受け、1996 年 12 月に国連砂漠化対処条約

（CCD）が発効した。マリ国は、1998 年に CCD 締約国として国家環境行動計画(PNAE)を策

定している。 

 

(3) 調査対象地域の状況 

調査対象地域であるセグー地方南部はマリ国の中央部に位置し、主要な農耕地帯であるが、

他の地域と同様に砂漠化が進行している。 

しかし、調査地域の年間雨量が 600～800mm あることから、農業開発ポテンシャルが比較

的高く、適切な砂漠化防止対策を講じることにより砂漠化の進行の防止が可能な地域と考え

られている。 

このような状況の中、1999 年 10 月、マリ国政府から日本国政府に対し、セグー地方南部に

おける砂漠化防止計画策定調査の実施の要請があり、これを受け、2000 年 3 月から 03 年 7 月

まで、JICA による「マリ国セグー地方南部砂漠化防止計画調査」が実施され、その砂漠化防

止計画が策定された。 

 

(4) 砂漠化防止計画調査 

砂漠化防止計画調査においては、砂漠化防止のためには持続的農牧林業の定着による安定

した農村社会の実現が有効であるとの観点から、当地域において住民主導型の農牧林業開発

計画が策定され、12 村で行われたパイロットプロジェクトにおいて、事業の自主性、持続性

の面でも大きな効果が発現しており、砂漠化防止計画の妥当性及び農民への事業管理能力付

与の可能性が実証された。 

なお、砂漠化防止計画調査ではファシリテーターを民間から雇用し 12 村でパイロットプロ

ジェクトを実施したが、砂漠化防止計画の上位目標である各種事業の実施・普及・拡大を図

るためには行政の役割が重要であり、特に専門技術員、村落指導員等にファシリテーターの

役割を持たせるための訓練及び能力向上が今後の課題とされたところである。 
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(5) 要請の状況 

砂漠化防止計画調査が農民への事業管理能力付与という点で大きな効果を挙げたことによ

り、マリ政府は 2002 年 8 月に同地域を対象地域として、「村落指導員等のファシリテーティ

ング能力向上及び地域住民の事業実施管理能力向上」を目的とした村落指導員の能力向上研

修の実施及びその研修を実証するパイロット事業を３地区程度で検証することを主な内容と

する「砂漠化防止パイロット計画調査」を日本政府に対し、正式に要請してきた。 

 

３－２ 上位計画 

砂漠化防止に関わる上位計画としては、国家環境行動計画と国家砂漠化防止活動計画がある。

今回のプロジェクトはそれら計画と整合性があり、プロジェクトそのものが環境保全、環境向上

を促進するものとして政府部内で理解されている。 

外務経済協力省国際協力局長は、砂漠化防止はすなわち農村開発であり、その農村開発が住民

参加で実施され、それにより住民のオーナーシップを培うことを重視するのがマリ国の方針であ

り、今回の「マリ国セグー地方南部住民主体の砂漠化防止のための能力向上計画調査」はマリ国

の砂漠化防止の基本的な戦略に沿っていると表明した。 

また、国の上位計画である貧困削減計画についても、マリ国人口約 1,100 万人のうち 80％が農

村部に居住し、農村部の中でもとりわけ天水農業地帯の貧困率が高いことがあげられている。今

回の調査はその天水地帯の農家の貧困削減を直接の目標とし、その所得向上と生活改善によって

住民が持続的な農牧業を営むことが、砂漠化の防止につながるという点から考えても、国家の上

位計画と整合している。 

また、農業・牧畜・漁業省国家農村支援局長によれば現在の普及行政について、「政府全体のス

リム化のなかで、農業普及についても民営化できるところは民営化していくつもりで、そのこと

を一部についてトライアルとして実施している。しかし現在、村落指導員を解雇するようなこと

は考えていない。トライアルしているのは、一部の地区で農村開発の事業を公示して NGO 等の競

争入札により受注させている。開発費用は事業費のうち 20％は住民が負担し、残りを農業・牧畜・

漁業省が負担している。ただし、このような方法が制度化できるかはまだわからない。村落指導

員のうち、AACAER については、遠い将来においては地方分権化の流れのなかで、コンミューン

に移管することはあるかもしれないが、現在のコンミューンの実力からみれば、当分移管するこ

とは考えにくく、政府直轄の職員として存在するのが適当である。また、農村開発イコール貧困

削減と考えており、貧困地帯の農村開発には政府直轄の農業村落指導員の役割は欠かせない。」と

している。 

また、農村支援局セグー支局長も、地方が主体となった営農普及を考える上で、支局レベルで

SLACAER、AACAER を中心とした普及網を作ることが大切だとしている。また、民営化できる部

分は限られていて、砂漠化に瀕しているような貧困農村の開発は政府自身がやる以外ないと考え、

今回の要請を日本に出したと述べていた。 
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３－３ 他国ドナー・NGO の動向 

３－３－１ 他国援助機関の動向 

他国の主な援助機関の動向は以下の通りである。 

(1) GTZ 

マイクロクレジット（1995～1998）をサン県で実施。 

(2) 世銀 

PASOAP（Agricultural Services and Producers Organization Program）を実施中。次ページ囲

み内に詳述する。 

(3) IFAD 

農村開発全般をセグー、クリコロ、モプチ、カイ地方で実施。村落のニーズを重視した

住民参加型協力。下記に詳述する。 

(4) ワールドビジョン 

セグー地域における農業研究開発 

(5) 笹川グローバル 2000 

小規模な農村開発を実施。セグー地方ではサン、ブラ県において実績がある。マイクロ

クレジット、ポストハーベスト、農民研修等 

(6) フランス 

調査対象地区内の村落でボランティアがバラウエリ県のジョニピサ村でワジにコンクリ

ートでえん堤を築き、雨期の雨水を貯めて地下水涵養に役立てようとする試みの事例を見

学した。 

またマシナ県のソセブグ村ではカソリック系の NGO が 10 年程前に建設した井戸(45ｍほ

どの深さ)を見学した。 

 

３－３－２ PASAOP 

上記で述べた援助機関の動きのなかで、世銀が 2002 年 1 月から実施している PASAOP はカウ

ンターパートである国家農村社会支援局を含め、農業普及分野に大きな影響を与えている。

PASAOP の報告書や世銀とのインタビューにおいて得られた情報は以下の通りである。 

 

 
PASAOP プログラム(Agricultural Services and Producers Organization Program) 
・PASAOP プログラムは第１フェーズ～第 3 フェーズを 11 年間で実施予定である。 

 第１フェーズ 2001 年 1 月 1 日～2005 年 1 月 1 日 

    48.5 百万 US＄ 融資率 81.5％ 

 第 2 フェーズ 2005 年 1 月 1 日～2009 年 1 月 1 日 

    40.0 百万 US＄ 融資率 80.0％ 

 第 3 フェーズ 2009 年 1 月 1 日～2013 年 1 月 1 日 

    40.0 百万 US＄ 融資率 80.0％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・PASAOP の実行と協調して、農業省の改革、農業試験研究強化、生産者団体の能力強化の 

分野において次のような二国間協力が実行されることが期待されている。 

 USAID 2 百万 US＄ 

 フランス政府 綿作地帯へ 3.9 百万 US＄ 

 スイス政府、オランダ政府 10 百万 US＄ 

 EU 0.7 百万 US＄ 

・第 1 フェーズは次の 4 つのコンポーネントからなっている。 

1) 農業省のリストラと強化 ：余剰定員の再訓練と再配置 

2) 国立試験研究機関の妥当性と効果の改善 

3) 国家普及システムの妥当性と効果の改善 

4) 農業省の生産者団体のメンバーに対するサービス提供能力の強化 

・普及システムの改善として 

1) 営農普及プログラムと予算が、生産者本位に地方レベルで確立されること 

2)  5 つのリージョンでパイロット普及事業が実施されること 

3) 綿作地帯で農業サービスが生産者によって運営されること、具体的にはサービスプロ 

バイダーが民営化されること 

4) 農業普及プログラムの戦略とプログラムが第 1 フェーズの結果を踏まえて第 2 フェーズ

のために確立されること 

・第１フェーズの実証調査 

上記の普及システムの改善のために、現地での普及活動を NGO、民間から活用できる 

ような実証調査を実施している。農民が普及に必要な分野を、コンミューンを通して要望し、

それに対して PASAOP が評価した上で、入札方式で選定し契約する。費用は受益者が 2 割、

DRAMR が 8 割（マリ国政府の予算）として現在は実証調査を行っている。第 1 フェーズで

はバマコ、セグー、シカソ等 5 つの地域で実証調査を実施し、第 2 フェーズでは他の地方 

に広げていく。将来的には現在の村落指導員の雇用を減らし民間に替えていきたいと考え 

ている。 

 

以上からみられることは、地方分権と民営化、受益者負担によって効率的な農業普及を目指

している。農業分野では、綿、米などの換金作物の生産性をあげることに力点があって（期待

している IRR の高さからも読み取れる）、砂漠化防止のための自給自足的な農業普及は必ずし
も考慮されていない。 

 

また、現地調査においては PASAOP プログラムにおいて、村落指導員の民間委譲により、

AACAER 長が民間村落指導員を指導しているジョニピサ村を見学した。 

 

３－３－３ FIDA（IFAD） 

FIDA は村落のニーズを重視した住民参加型の農村開発全般をセグー、クリコロ、モプチ、カ

イ地方にて実施している。なお、FIDA の担当者は JICA プロジェクトが始まれば、意見交換を
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行いたいとの表明があった。 

FIDA にてインタビューを実施し、それから得られた情報は以下のとおり。 

３－
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・FIDA は FODESA プログラムにより 2000 年からセグー地方を含めて活動している。 

・FIDA の農村開発は、今までは村に入って決められた村のインフラ（圃場・農道・井戸）

を行うとしてきたところであるが、現在の FODESA プログラムでは、とりあえず村に 

入ってそのニーズをよく確認し、5％～20％の住民負担金で様々なプロジェクトを実施 

している。 

・FIDA の組織は、中央には農業本省の事務次官室付のナショナルコーディネーター（マリ

国政府より給料）を配置し、データの収集やドナーとマリ国のコーディネーションを行っ

ている。地方では地域コーディネーターを公募で集め、農業省配属という形で、各 Region

の FODESA プログラムの監理・監督を行っている。 

・事業はセグー地方ではセグー、マシナ、ニオノ県で実施した実績がある。村ごとのプロ 

ジェクトの規模 2000 万 FCFA を上限として実施している。 

・FIDA においてはフェーズ 1 調査で実施したソフトを含む総合事業については FIDA と 

しても非常に興味を持っている。今後本調査が開始となった際には FIDA とも意見交換 
 
を行ってほしい。 

４ 環境 

リ国は砂漠化に面している国として、自然資源管理及び砂漠化防止のための国家的な取り組

早期から行っている。 

985 年には国家砂漠化防止計画（PNLCD）を策定し、自主的活動を国及び地域レベルで展開し

 

らにはリオでの環境サミットを受け、1995 年には砂漠化対処条約に批准し、同条約の規程に

、1998 年国家環境計画及び国家砂漠化防止活動計画（PNAE／CID）を策定し、砂漠化防止へ

ての 9 つの国家プログラムを制定した。 

かし、マリ国政府はそのプログラムを自主的に運営する予算をもっておらず、基本的に財源

ナー頼りの状況である（PNAE/CID への最大援助ドナーは UNDP）。 

地調査においては環境問題を取り扱う環境省資源保護局にインタビューを実施した。その結

以下の通りである。 

林整備課長のインタビュー・コメント 

・森林整備課は社会・経済・環境の面で森林の保護を担当する組織。 

・政策の軸は、①民間やパートナー機関との連携、②資源管理の手法の検討、③効果的なト

レーニングのためのキャパシティの改善、④空間的・組織的資源の確認、⑤生物多様性の

確認、等である。 

・地方の組織については農業・牧畜・漁業省と環境省は農村開発環境省時代にもともと１つ

の組織であり、DNAMR より DNAER の方が密接である。 

・環境アセスメント(1999)の所管については、環境省の所管となっているが、鉱工業エネル

ギー省とも協議する必要がある。 

 12



第４章 相手国政府機関の概要 

 

４－１ 農業･牧畜･漁業省の組織体制 

 大臣、事務次官の下に主要な実施部局として先方実施機関である農村社会支援局（DNAMR）と

農村施設整備局（DNAER）及び農村開発管理総局（DGRC）を有している（図４－１、図４－２、

図４－３）。 

これら実施部局は Region（地方）、Cercle（県）、Commune（市）の各レベルに出先機関を持ち、

これを監督している。要請時の DNAMR は農村開発・環境省に属していたが、要請後の組織改革

により農牧漁業省の一局として機能している。なお、協議を通して DNAMR 局長以下、担当官は

要請した調査の内容を十分に理解して協議に応じていた。 

 

４－２ 所掌する事業の内容 

 DNAMR は農村開発における農民組織化、営農普及、研修及び自然保全等のソフトコンポーネ

ント事業を、DNAER は同じく施設整備、資源管理及びこれらの調査計画等小規模なハードコンポ

ーネント事業を所掌しているといえる。DGRC はこれら実施事業を監理する部局である。 

 

４－３ 政府村落指導員の動向 

いわゆる政府村落指導員は「（多目的）農業村落指導員」と称し、DNAMR と DNAER の地方レ

ベル普及組織 AACAER（市レベル）に属して一人当たり 6～8 村を担当している。AACAER は農

村社会支援地方局（DRAMR）と農村施設整備地方局（DRAER）が共管しており、２局の人材を

有効に活用することにより人件費を削減している。AACAER の職員は農業村落指導員を束ねる立

場にあるが、自らも普及活動に従事する。AACAER を指導する機関が SLACAER であり、県レベ

ルに設置されている（図４－４）。 

現状では、政府村落指導員の活動は厳しい条件の下で行われている。多様な村落ニーズに十分

に応ずるだけの体制・人員、村落指導員の専門性がなく、活動に要する予算措置あるいは劣悪な

村落へのアクセス等が活動を一層困難にしていると言える。 

 

４－４ その他 

本調査に関わる相手国政府のカウンターパートの組織について、DRAMR 支局長や AACAER

村落指導員にインタビューを行った。その結果は以下の通り。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRAMR 支局長のインタビュー・コメント 

・３SLACAER（セルクル）の村の数と村落普及員の数は？  

→村の数、農業アドバイザー数、AACAER チーフ数の順で、セグー：５６０村、３9 人、

8 人（内女性１人） マシナ：234 村、9 人、 5 人  バラウエリ：259 村、25 人、 

4 人 

・村の数の増減は、村の人数の基準は？ 
→増えている。200 人以上がオフィシャルな基準である。 
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・DRCN との役割分担は？ 

→いずれも村・農民への指導・助言であるが、DRCN は風食、土壌浸食等環境保全分野 

のもの。また DRCN の村落指導員の数は十分でない（AACAER レベルで平均１人）。

・AACAER の問題は？ 

→移動手段に乏しいこと。 

仕事に使う資材の不足。 

専門分野以外の指導が難しく、研修が必要（農民組織化のファシリテート用研修を含

めて）。 

アニメーション手法の必要性 

・AACAER とコンミューンの関係は？ 

→コンミューンの長は民選、セルクル議会、地方議会と民選での議会組織がある。コン 

ミューンの下に村落があるが村長はほぼ世襲。コンミューンレベルに相当する

AACAER とは従属関係がなく、コンミューンの年間活動計画等の作成で技術的な指 

導助言を行う。 

・今後の普及行政は AACAER 長を中心に普及網を構築し、フェーズ 2 調査では 3 人 

の SLACAER 長とその部下 8 人（対象 60 村を担当する AACAER 村落指導員と思われる）

による普及行政の核となることが重要である。 

 

AACAER 村落指導員（男性）のインタビュー・コメント 

・担当村落数は 6～8 村（セグーセルクル）。 

・普及活動のための移動手段にバイクを利用しているが、燃料等のコスト負担が問題。 

・（人材難から）専門分野以外の村の問題にも対応する必要がある。 

・対処困難な問題は AACAER 長から SLACAER へと上部機関へ上げて問題を解決する 

ルールとなっている。 

・農業分野では、改良種子の導入に対する農家の希望が一番多い（セグーセルクル） 

 

AACAER 村落指導員（女性、獣医）のインタビュー・コメント 

・バイクを保有して活動している。→獣医としての普及活動に自信を持っている。 

・村落開発については、世銀のファシリテート研修を受けた経験があるが、住民参加型 

の農村開発には興味がない様子。 
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図４－１ 農牧漁業省組織図 

 

 

 

図４－２ 農村社会支援支局組織図 
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図４－３ 農村施設整備局組織図 

 

 

 
図４－４ SLACAER、AACAER 組織図 
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第５章 調査対象地区の現況 

 

５－１ 自然条件 

 (1) 地形 

セグー地方はマリ国の中央に位置し、セグー、ニオノ、マシナ、バラウエリ、ブラ、サン、

トミニアンの 7 県からなり、その中央をニジェール川が西から東へと流れている。今回の対

象地域はセグー、マシナ、バラウエリ県のニジェール川から南側の緩やかな傾斜を持つ台地

状の地域が対象となっている。（参考資料：対象位置図） 

(2) 気象データ及び水文データ 

砂漠化防止計画調査の最終報告書によれば、セグー地方における 1967～97 年の年間平均気

温は約 29℃で、雨期初めの 5 月（最高気温 40℃）と乾期初めの 11 月（同 36℃）が月平均気

温のピークであると考えられる。降水量については年間降雨量の平均は 606mm（1967～99 年

の平均）であり、月ごとでは、5 月から 11 月が雨期で、そのピークは 8 月（200mm）となる。 

また、今回の調査で入手した気象に関する資料によれば、バラウエリ県を例にとると年間

平均降水量が 666mm に対して、2002 年が 389mm、2003 年が 856mm となっており、2002 年

は降雨量が非常に少なく、それに対して 2003 年は降雨量が多いように降水量の年較差が大き

い状況がセグー地方全体で見られる。 

 

５－２ 社会状況 

マリ国の人口は 11,626 千人（2003 年）で、年率 2.82%で増加している。その中でセグー地方の

人口は 1,788 千人（2002 年）である。セグー地方にはおおよそ 2,220 の村落があり、それらがさら

に 7 つの県に含まれる 115 の Commune（農村自治体）と 3 つの Urbaine（都市）にまとめられる。

セグー地方の人口等のデータ（県単位）は以下の通りである。 

表 セグー地域の社会条件基礎データ（県ごと）

全人口
村落数 UPA の数 

計男 女
Baraoueli 239 87,199 91,486 178,685 1,595 
Macina 8,115 247 86,252 90,494 176,746
Segou 538 249,168 261,423 510,591 14,970 
Segou 地方計 2,218 872,748 915,670 1,788,418 66,760 

出所：DRPS セグー(2002 年の人口推計)
 

対象地域の経済活動については、主なものはミレット等の穀物を中心とした農業収入によるも

ので、その後に牧畜業収入が続き、その 2 つが収入のほとんどを占める。他には、バマコ等への

出稼ぎや薪炭材の販売なども重要な収入源になっている。 
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５－３ 農業の状況 

セグー地方はマリ国の農業国内生産の約 25％に貢献しており、食糧の重要な供給地帯となって

いる。 

本地域は大まかに以下の 3 つの農業地域に分かれ、①ミレット、ソルガム等の穀物やニエベ等

の豆類を中心とした天水農業地域、②灌漑栽培による稲作農業地域、③綿花の栽培を中心とした

綿花栽培地域となっている。本調査は主に①の天水農業地域を対象として、実施される。 

セグー地方における主な農作物の作付面積と生産量は以下の通り。 

 

表 セグー地方の各種農作物の作付面積・生産量(2002-2003 年期) 

ﾆｴﾍﾞ 落花生 ﾄﾏﾄｽｲｶ ｿﾙｶﾞﾑ ﾒｲｽﾞ 稲作 綿 ﾐﾚｯﾄ

作付面積(ha) 497,092 168,909 28,837 110,432 137,346 40,671 13,762 46,003 868

生産量(t) 207,007 71,707 13,160 435,176 24,540 14,306 107,509 40,182 17,164

出典：Rapport Annual D'activities Campagne Agricole 2002/2003
 

 

そのうち代表的な作物であるミレットの栽培面積と生産量及び単収の経年変化は以下の通り。 

 

表 ミレットの作付面積、生産量及び単収の経年変化 

 
上記のデータからも分かるように、ミレット等の穀物の収穫は降水量の多少の影響が大きいた

め、2002～2003 年期の地域的な干ばつ時に単収が大きく減少するなど、年毎に多く変化する。 

 

５－４ 牧畜業の状況 

 本地域では牧畜業も収入源として重要な産業である。主な家畜は牛、羊、山羊等である。 

 

表　セグー地方の家畜飼育頭数

年 1999 1997

Baroueli 91,800 86,541

Macina 126,040 122,405

Segou 236,945 230,044

Segou地方計 1,017,284 959,156

出典：Rapport annuel 1999/1997 de la D

牛

 

2002-03 2001-02 2000-01 1998-99 1997-98 2002-03 2001-02 2000-01 
生産量 作付面積 

1998-99 1997-98

Baroueli 51,998 54,459 63,940 54,982 77,677 56,482 30,000 26,570 50,389 32,400
Macina 80,879 33,622 35,660 33,597 61,074 60,000 36,000 11,09714,711 20,456
Segou 88,523 125,481 182,468 155,110 159,048 179,129 113,794 127,422147,800 83,573

288,007 314,362 413,280 497,092 Segou 地方計 315,028207,007 248,822423,871 333,519428,253

出典：Rapport Annual D'activities 
2002-03 2001-02 2000-01 

単収 
   Campagne Agricole 1998-99 1997-98

Baroueli 511 925 823 973 1,080
Macina 182 608 584 560 308
Segou 458 734 557 701 862

Segou 地方計 416 762 679 734 746
1999 1997 1999 1997 1999 1997 1999 1997

87,088 236,973 174,175 1,308 1,031 7,596 7,174

117,435 294,296 191,200 1,040 1,242 10,350 10,145

316,575 301,500 374,450 356,606 3,740 3,393 32,326 31,415

1,052,603 1,252,621 1,381,716 954,656 19,826 21,263 104,406 106,889

RE SEGOU

ロバ羊 山羊 馬

 

表 セグー地方の家畜飼育頭数 
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上記は 2 年間のデータであるので分かりにくいが、家畜数は明らかに増加している状況がみら

れる。人口 1 人当たり 2 頭の計算であるが、人口には都市住民も入っているので実際はより多く

の家畜を飼っている印象である。実際、今回現地調査を行ったマシナ県のソセブグ村では人口 400

人に対して 2,500 頭以上家畜を飼育しているとのことであり、砂漠化に影響が大きい過放牧の状況

が見て取れる。 



第６章 現地調査の結果 

 

６－１ 砂漠化防止計画調査終了後のパイロットプロジェクト実施村の状況 

砂漠化防止計画調査においてパイロットプロジェクトを行った 12 村の村落の内、サンザナ地区

にある3村を訪問し、砂漠化防止調査終了後の実証村の状況を調査した。主な特徴は以下の通り。 

(1) シネブグ村 

①土地利用協定 

砂漠化防止計画調査が発端となり、シネブグ村を中心としたサンザナ地区の 17 村による土

地利用協定が締結されている。協定については、村々の間でいくつか問題も生じているよう

だが、それを少しずつ改訂しながら解決している状況であり、村人はこの協定を保持してい

く意思を示している。協定に係る打合せは大きな会合を年に 3 回、小さな会議は 2 ヵ月に 1

回開催され、各 17 村の協定管理委員会の代表者がメンバーとなっている。 

この協定に係る活動は自然資源の利用という経済活動を制限することにより、自然資源の

保護を目指すものであり、テロワール間の関係を重視した砂漠化防止対策のモデルケースに

なると考えられる。 

②マイクロクレジット 

砂漠化防止計画調査では農村開発に係るパイロットプロジェクトの一つとしてマイクロク

レジットのシステムを立ち上げ、運営に係る技術移転を行った。システムの現在の状況につ

いて村人からの聞き取りによると、本村で実施されたマイクロクレジットは非常に好評で、

システムの資金に対して利用希望者が殺到しており、100 人に対して 5 人しか借りることがで

きないとのことである。 

またその返済率もほぼ 100％で、利子収入もかなり得ているが、利用希望者が多いために利

子収入の全てがシステムの回転資金枠の増加分として利用されており、現在のところ、砂漠

化防止計画調査で想定された「利子収入によって村の公共的な事業のための支出を行う」と

いう段階にまでは至っていないようである。 

なお、他村からの利用も多く見られ、村からの利用希望者の範囲は概ね半径 20km に存在す

る村にまで広がっているとのことである。 

 

(2) ザンブグ村 

金属性改良かまど 

ザンブグ村には村内に鍛冶屋が存在し、砂漠化防止計画調査のパイロットプロジェクトに

おいて金属製改良かまどの作成技術が移転された状況を見た。 

 

(3) デュラバ村 

植林計画 

デュラバ村では、砂漠化防止計画調査のパイロットプロジェクトで植林を行ったが、プロ

ジェクトに併行して、村人自らが自己資金を用いて隔年で 0.5ha の植林を行う計画を立ててお

り、実際 2001 年に 0.5ha の植林、2003 年にも 0.5ha の植林が行われた。デュラバ村の植林事

業は、砂漠化防止計画で提案されたテロワール管理手法の持続性を示す一つの事例というこ
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とが出来る。 

  

(4) まとめ 

3 村の現地調査を行ったところ、砂漠化防止計画調査のパイロットプロジェクト実施村落は

プロジェクトにより確実に発展している状況が伺えた。また、それらの発展が、周りの村に

も影響を与え、周りの村落の住民が自らパイロットプロジェクトをまねて野菜畑を始めるな

ど、テロワールを越えた活動も見られている。以上のことから、本地域での農村開発におい

ては、テロワール管理手法が十分な継続性を伴って効果を上げていることを確認した。 

 

６－２ 本格調査で想定されるパイロットプロジェクト実施候補村の状況 

本格調査において対象地域となるバラウエリ、セグー、マシナの 3 県（セルクル）の内、SLACAER

から推薦のあったバラウエリ県のジョニピサ村、マシナ県のソセブグ村を訪問し、村人にインタ

ビューを行った。調査を実施した 2 村の主な特徴は以下の通り。 

 

(1) バラウエリ県ジョニピサ村 

バラウエリ県の村落はセグーから車にて 1 時間～1 時間半程度(乾期)の距離の場所に位置し

ている。今回見学したジョニピサ村はバラウエリ県の北部にあり、バマコ～セグーへの幹線

道路からほど近い場所に存在する。 

事前調査団としては完全な天水農業地域を想定していたのではあるが、本村落ではミレッ

トだけではなく綿花も栽培しているとのことであった。さらに、本村落は世界銀行が実施し

ている PASAOP における村落指導員民営化の対象地区となっており、綿花栽培の普及活動へ

の委譲を試験的にすすめているモデル村落であり、この地区担当の村落指導員は農民に対し

て直接は普及活動を行っていないとのことであった。 

また、この村落にはフランスの援助により水をためて地下浸透を促す堰が存在し、雨期に

は潤沢な水を利用することができ、すでに土壌浸食対策や野菜栽培が行われており、ある程

度の開発の状況が見て取れた。 

 

(2) マシナ県ソセブグ村 

マシナ県の村落はセグーから車にて 2 時間～2 時間半程度(乾期) の距離の場所に位置して

いる。本村落の村人の収入は農業、牧畜等からなり、農作物は主にミレットやソルガムから

なる。 

本村落に対するドナーによる援助はフランスのカトリック教会の援助による井戸やその他

には穀物倉庫 15 年以上前)があげられるが、被援助経験は他村落に比べて少ない。 

穀物倉庫については、当時建てられた倉庫は既に存在せず、現在は環境保護事務所の保管

倉庫を用いて、量的には不十分ながら穀物銀行のシステムを継続しており、本村落の村人が

一定の組織力を有していることを示している。 

逆に切実な問題点としては、子供たちが小学校に通っていない等満足な教育を受けられて

いないということが挙げられる。教室は小さいながらも存在しているが、現在村落に教師が

いないため、機能していないとのことである。 
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(3) まとめ 

今回は農村社会支援セグー支局の SLACAER が推薦した村落を訪問し、インタビューを行

ったが、SLACAER が事前調査団に配慮したためか、幹線からある程度近く規模も大きな村落

を選択したようである。本格調査においては、ベースライン調査を十分に行うことにより、

今回実施するパイロットプロジェクトがより効果的となり、テロワール管理手法がさらなる

広がりを見せることができるような村落を選定することが重要であると考えられる。 

 

６－３ 現地 NGO・ローカルコンサルタントの状況 

本格調査においては、砂漠化防止計画調査に引きつづき、現地で様々な農村開発を実施する際

に NGO・ローカルコンサルタンツに業務を再委託し、その支援を仰ぐことが予想される。今回の

事前調査では、砂漠化防止計画調査の改良かまどの作成に関わった MASEF、マイクロクレジット

の立ち上げに関わった BEAGGES の関係者にインタビューを行った。その結果は以下の通り。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASEF インタビュー 

・MASEF の活動の核は教育と研修であり、識字教育、改良かまどのパイロットプロジェク 

トにおいて砂漠化防止計画調査に関わった。 

・1997 年設立で、常駐職員は 5 名である。 

・農民（女性、青少年あるいは農民組織）に対して、改良かまどの製作指導、展示支援等 

の支援を行っている。 

・2000 年までに、セグー、ニオノ及びブラの 3 セルクルで 6,000 個のかまどの製作と 40 人 

のかまど製作鍛冶屋を養成した。 

・改良かまどの効果（砂漠化防止）はデータとしては測定していないが、例えばセグーに 

 おいて住民は１日 500FCFA の薪炭材を購入して利用するが、20～30%の購入費用減に繋 

がっていると推測される。 

・農村部では、薪炭材の調達は困難になりつつあり、改良かまどの一層の普及が必要である。

 

BEAGGES インタビュー 

・BEAGGES は地方分権化に応じた農村開発やサヘル地域の環境保全のためのコンサルタン 

ツ業務を主に行っており、FIDA、AFD などからも受託している歴史のある民間のコンサル

タンツである。 

・常勤の職員が 10 名おり、各プロジェクトの実施に応じて 30 名程度の非常勤職員を雇って 

いる。 

・砂漠化防止計画調査では現地再委託により、CVGT の設立、マイクロクレジット等の活動 

に参加できたことを誇りに思っている。 

・砂漠化防止計画調査でのテロワール管理委員会による農村開発手法は大変有効であると考 

えている。特に、現地の言葉で、現地の住民によって開発のポテンシャル・阻害要因の分析、

整備計画の策定を行ったことが効果的であった。 
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・マイクロクレジット設立支援を実施したが、BEAGGES としては調査終了後もその後の状況

に興味を持っており、自費でモニタリングを続けてきたところである。その結果によれば、

返済率は 2003 年末の段階でほぼ 100％であった。JICA が建設した井戸等に住民負担を課し、

その負担金をクレジットの原資としたことは有効であった。今後は、農村におけるマイクロ

クレジットとしては 5km～10km の村々間に 1 つ、1 コンミューンで 2 つ、3 つの設立が適し

ていると考えている。 

・砂漠化防止計画調査では、シリアルバンクや製粉機の設立運営の支援も実施した。 

・BEAGGES としては砂漠化防止計画調査のほかにも、栄養改善やマラリア・エイズ対策等の
生活環境改善・保険衛生にも取り組んでいる。 
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第７章 本格調査上の留意点 

 

７－１ 総括分野 

本案件は、2000 年 3 月から 2003 年 7 月まで、鉱山・エネルギー･水省をカウンターパートとして

実施された「マリ国セグー地域南部砂漠化防止計画調査」の結果を発展させる調査として位置づけら

れる。そのことは今回のカウンターパート機関である農業・牧畜・漁業省国家農村社会支援局もよく

理解を示していた。それだけに今回の開発調査実施にあたって、本格調査団は、前調査までの経緯、

内容を熟知しておくことが重要である。 

協議概要でも触れたが、多くのアフリカの国と同様に、マリ国政府も地方分権化や各省の再編とリ

ストラ、民営化、援助協調の波のなかにある。とりわけ、カウンターパート機関である国家農村社会

支援局は PASAOP の受け入れ機関として大きな変革を求められている。現状は PASAOP プロジェク

トにより国家農村社会支援局とセグー支局にはトヨタのランドクルーザーが、各 SLACAER にはトヨ

タのピックアップが PASAOP から支給されており、例えば自動車の提供要求などの要求は聞かれな

かった。しかし、PASAOP が進行するに従い、地方分権化やリストラ、民営化の圧力、ランニングコ

ストのマリ政府負担が強まると考えられる。その点を踏まえると、地方支局長や SLACAER、AACAER

というラインの強化に力点を置きすぎることには懸念がある。本格調査においては、村落指導員を再

教育して活用するとともに農民リーダーの活用、とりわけ前回の調査で実施した 12 村の人材の活用

を図ることも重要ではないかと考える。 

現場を視察した結果から見ると、本地域の農村開発については住民から住民への技術の移転を基本

に据えて、村落指導員がそれを側面から支援するというスタンスのほうが理にかなっているように思

える。ややきつい表現を使えば、現地調査中にインタビューした村落指導員の全てがにわかにファシ

リテーターとしての能力を高めることができるとはあまり考えにくいからである。 

パイロットプロジェクトのイメージをめぐっては、それが実証に力点があるのか、ミニプロジェク

トとしてみるのか今回の協議でも意見がわかれた。開発調査としてみれば実証性により力点があり、

村の人からみればミニプロジェクトとなる二つの側面を持っていることを強調したが、この点につい

ては砂漠化防止計画調査を引き継ぐ調査にあたるだけに、その二面性の特徴をどう生かすかが重要な

鍵になる。 

パイロットプロジェクトの規模について、前回はセグーの 12 村で実施した。今回は要請ではセグ

ー、バラウリ、マシナの 3 地区で 60 村の実施を求めている。今回調査のフェーズ 1 実施時に先方と

協議して決めることにしたが、3 地区で 15 村ずつ程度を目安にすればよいのではないかと考える。

また、実証事業内容についても、砂漠化防止計画調査で実施された実証事業をフルスケールで実施す

る村と、その中から 2、3 の事業に絞って実施する村を選定するという考え方もある。本格調査にお

いては調査の効率性を考えながらも、事業に面的な広がりを持たせることも重要である。場合によっ
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ては既存の 12 村についても追加的な事業を実施することも有効である。 

いずれにしてもベースラインをはっきりさせた上で、事業実施した村とそうでない村との違いをは

っきりと示さなければならない。そのことは、ミクロの違いを示すとともに、砂漠化防止計画調査か

ら本案件の調査終了までみれば 10 年近くの歳月がかかるわけで、セグー南部全体の砂漠化防止とい

う大きなテーマについて JICA 事業がなにがしかの目に見える変化を与えたことをアピールする必要

性があると考えるからである。その意味で本調査においては各村落でパイロットプロジェクトを実施

するだけでなく、その結果をデータとして残すようなことも考えるべきである。 

例えば、植林された木は 5 年間でどれほどの体積の増加があったのか、改良かまどによってどれ

だけの薪炭の量が減ったのか、家畜の改良は所有頭数の減をもたらしたのかあるいは逆の結果になっ

たのか、種子改良はミレットの単位収量に変化をおよぼしたのか等のデータを集めると興味深いので

はないか。こういったデータは今のところ、他のドナーの結果からもあまり見ることがない。ミニプ

ロジェクトを実施し、その結果のデータを蓄積することによってマリ政府への提言を行い、あるいは

世銀や IFAD からの資金協力のとりつけに結びつけることも模索したい。また、そのデータを活用す

ることにより、わが国 2KR や草の根無償の効果的な実施につなげることも期待できる。 

 

７－２ 行政･組織化分野 

(1) 砂漠化防止計画調査の成果の活用 

砂漠化防止計画調査のパイロットプロジェクト実施村の調査の結果、砂漠化防止計画調査のパ

イロットプロジェクトによる村落開発の成果は村落組織運営、マイクロクレジットの活用、植林

の実施及び資源管理協定の維持等で継続されており、本格調査ではこれを周辺に拡大させること

を十分に考慮して実施することが適当と思われ、持続的な普及活動に繋がる実施スキーム（仕組

み）を可能な限り構築することが望ましい。 

 

(2) ステアリングコミッティーと地方局の役割分担 

M/M では、本格調査における DNAMR と DRAMR の役割分担（責任）を明確にしている。村

落開発実施の視点では、村落指導員の役割を熟知し、指導員の動員に強力なリーダーシップを有

するセグー支局長をキーマンとして、地方レベルでの実施調整機関を設ける（例えば要請の内容）

などして、本格調査団と活動を共有することが望ましい。 

 

(3) 本格調査の範囲・対象地域と政府村落指導員の配置状況 

要請では 3 県 60 村を対象としたパイロットプロジェクトが想定されている。当該 3 県は米公

社や繊維開発公社（綿花栽培）の活動範囲と自然条件から重複しない天水農業地域であり、比較

的村落指導員数も多いことから、地元の要望を考慮しつつ砂漠化防止計画調査成果の波及効果を
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考慮して対象村落を選定してはどうか。 

 

(4) 村落開発実施上の農業村落指導員の位置づけと役割 

村落指導員の活動は、村落間の移動手段を確保することが困難であるなど厳しい条件下で実施

されているほか、限られた人員の中で村落の様々な問題に対処しており、専門性を超えた活動を

求められているため、活動が消極的になる恐れもあろう。村落開発のファシリテート能力向上を

主眼に置いた本格調査ではこうした条件の克服を支援しつつ、村落指導員のモチベーションを高

めていくことを考慮する必要がある。これにより村落指導員の村落開発普及の担い手としての妥

当性の一層の向上も期待出来る。 

 

(5) 世界銀行、IFAD 等ドナーの事業との整合性・連携 

世銀の PASAOP 事業や IFAD の FODESA 事業の聞き取りを要約すると、JICA 事業の取組みを

承知して興味を示すとともに、事業内容の連携意識は高く、棲み分けは可能との認識である。 

 

７－３ その他 

(1) 砂漠化防止の成果 

住民のオーナーシップによる持続的な村落開発を通して、テロワール管理の枠組みを利用し

た農業生産と生活の改善による村落秩序の安定と定住の促進が、砂漠化防止に繋がるとの観点

（図７－１参照）から、 

・ 個々の村落開発メニューでは開発行為が一義的にもたらす成果（実績）を検証（例えば、改

良かまどの導入による森林資源の減少率の低下）すること。 

・ 村落開発の面的な拡がり（波及した範囲）（例えば、資源管理協定村落の面積計又は村落数、

あるいは森林の減少傾向の低下が明らかに及ぶ範囲の面積計）を検証すること。 

調査の上位目標が評価出来るような結果を期待したい。 

ただし、これらの成果を導く村落活動を一律な活動メニューで実施することは現実的でなく、

村落の多様性に応じて活動メニューを組み立て、活動の濃淡や拡がり等を持たせることとなろう。

従って、成果の評価も柔軟で多様な目標設定が望まれると思料される。 

 

(2) マリ国内の交通・金融事情等 

バマコ市内では走行車両数が多く、現状の交通システムによる制御は容易でないと見受けられ

た。また、事前調査期間中、現地通貨への両替可能な銀行の探索に思いがけないほどの時間を要

した。いずれも本格調査では十分留意されたい。 

(3) マリ国側のオフィススペース準備状況 
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DRAMR 局長は、セグーの DRAMR 敷地内に事務所３部屋を用意することを約束した。（カウ

ンターパートのスペースも含める。）部屋を見たところ、電気は通っており、電話機は設置され

ていないが通すこと可能であるとのことである。 

DNAMR 局長も、バマコに事務所を用意するということを約束している。 
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図７－１ 模式図（テロワール管理と砂漠化防止の関係） 
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